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生成ＡＩサービス利用時の

注意点 

 

◆目覚ましい発展を遂げる

生成ＡＩ 

 ChatGPT等の生成ＡＩサー

ビスが話題です。プロンプ

トと呼ばれる質問・指示に

対し、自然な文章で膨大な

データから導いた回答を返

してくれることから、生産

性の向上などに寄与すると

されています。その反面、

法的な整備が追いついてい

ない点も多く、利用には注

意も必要です。なかでも、

個人情報や秘密情報の入力

は避けるよう注意喚起され

ています。なぜなら、入力

した内容はデータ学習に使

用されることがあり、流出

の懸念があるからです。企

業において使用ルールを定

めることは必須といえるで

しょう。 

 

◆使用ルールの策定 

 では、どのようなルール

を策定すればいいのでしょ

うか。参考になるのが、一

般社団法人日本ディープラ

ーニング協会による「生成

ＡＩの利用ガイドライン」

です。生成ＡＩの活用を考

える組織がスムーズに導入

を行えるように、利用ガイ

ドラインのひな型が公開さ

れています。組織の目的や

ポリシー等に照らして、必

要な追加や修正を加えるこ

とができます。「簡易解説

付きガイドライン」では、

データ入力に際して注意す

べき事項、生成物を利用す

るに際して注意すべき事項

に触れられており、社内で

の検討に役立つ内容になっ

ています。また、個人情報

取扱事業者が社内での積極

的な活用を検討しているの

であれば、個人情報保護委

員会による「生成ＡＩサー

ビスの利用に関する注意喚

起等」にも目を通しておき

ましょう。 

 「気づかないうちに社員

が不適切な使用をして、問

題に発展してしまった」と

いうことのないよう、早め

に対策を講じておきたいで

すね。 

【一般社団法人日本ディー

プラーニング協会「資料

室」】 

https://www.jdla.org/docu

ment/#ai-guideline 

【個人情報保護委員会「生

成ＡＩサービスの利用に関

する注意喚起等につい

て」】 

https://www.ppc.go.jp/new

s/careful_information/230

602_AI_utilize_alert/ 

 

 

 

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事と育児の両立支援、

企業の半数が「業務に支

障あり」 

～東京商工リサーチの調査

より 

 

東京商工リサーチは、全

国の企業を対象に「少子化

対策」に関するアンケート

調査を実施し、結果を公表

しました。政府が進める少

子化対策のうち、仕事と育

児の両立支援について、企

業の半数が「業務に支障が

出る」と回答する結果とな

っています。調査はインタ

ーネットにより実施し、有

効回答 5,283 社を集計、分

析したものです。 

※調査期間は令和５年６月

１日～８日。資本金１億

円以上を大企業、１億円

未満（個人企業等を含

む）を中小企業と定義。 

 

◆少子化対策の導入で「業

務に支障が出る」と回答し

た企業は約半数 

「少子化対策として、３

歳までの子どもを持つ従業

員の在宅勤務やフレックス

タイム制の適用、就学前ま

での残業免除権の拡大など

が検討されています。導入

した場合、貴社の業務に支

障が出そうなものは次のど

れですか？（複数回答）」

の質問に対し、「３つの選

択肢のうち１つ以上支障が

出る」との回答が、全企業

の 49.9%でした。 

「支障あり」と回答した

企業を規模別に見ると、

「資本金 1 億円以上（大企

業）」が 51.9％、「同 1 億

円未満（中小企業）」が

49.6％と、大企業が 2.3 ポ

イント程度上回っていま

す。 

 

◆従業員が少ないほど「業

務に支障あり」が低い傾向 

従業員数別では、「支障

あり」と答えたのは「300

人以上」（59.7％）が最多

でした。一方「５人未満」

は 25.7％で、「300 人以

上」と 34.0 ポイントもの

差が見られました。従業員

数が少ないほど「支障あ

り」と回答した企業の割合

が低い結果となっていま

す。 

この結果について東京商

工リサーチは、「中小・零

細企業は、従業員の高齢化

や採用難などで少子化対策

の両立支援策が必要な年代

が少ないことも要因と思わ

れる。支援策が広がると従

業員が育児に取り組みやす

くなる一方、中小・零細企

業では出産・育児を行う世

代の雇用をさらに抑制する

ことが危惧される」と分析

しています。 

 

◆産業別の最多は「製造

～当事務所より一言～ 

元阪神タイガースの横

田慎太郎さんが７月１８

日に永眠されました。とて

も有望な選手でしたが、度

重なる悪性腫瘍の為、最後

まで生きることを諦めず、

頑張ってましたが力尽き

ました。ご冥福を祈りま

す。 

 

故横田慎太郎さんから

のメッセージを紹介しま

す。 

『絶対に自分に負けず、自

分を信じて、少しずつ少し

ずつ前に進んでみて下さ

い。きっと幸せな日が来る

と思います。』 

業」、業種別の最多は「学

校教育」 

産業別では、「支障あ

り」と答えた企業は「製造

業」（55.3％）が最多で、

次いで「建設業」が

52.8％、「小売業」が

52.4％と、これら３産業で

は過半数を占めています。 

また、業種別（母数 10

社以上）では、「支障あ

り」が最も高かったのは

「学校教育」の 81.8％でし

た。 

【株式会社東京商工リサー

チ「2023 年「少子化対

策」に関するアンケート調

査」】 

https://www.tsr-

net.co.jp/data/detail/11977

45_1527.html 

 

 

 

8 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第

１期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第２期

分＞［郵便局または銀

行］ 


